
地域別最低賃金（2023年度）

最低賃金の対象となる賃金

北海道 960円 2023年10月1日
青　森 898円 2023年10月7日
岩　手 893円 2023年10月4日
宮　城 923円 2023年10月1日
秋　田 897円 2023年10月1日
山　形 900円 2023年10月14日
福　島 900円 2023年10月1日
茨　城 953円 2023年10月1日
栃　木 954円 2023年10月1日
群　馬 935円 2023年10月5日
埼　玉 1,028円 2023年10月1日
千　葉 1,026円 2023年10月1日
東｠ 京 1,113円 2023年10月1日
神奈川 1,112円 2023年10月1日
新　潟 931円 2023年10月1日
富　山 948円 2023年10月1日
石　川 933円 2023年10月8日
福　井 931円 2023年10月1日
山　梨 938円 2023年10月1日
長｠ 野 948円 2023年10月1日
岐　阜 950円 2023年10月1日
静　岡 984円 2023年10月1日
愛　知 1,027円 2023年10月1日
三　重 973円 2023年10月1日

賃　金

定期給与

休日労働手当 深夜労働手当時間外労働手当

最低賃金
精皆勤手当 通勤手当 家族手当

賞与など臨時の賃金（結婚手当など）

都道府県名 最低賃金時間額 発効年月日
滋　賀 967円 2023年10月1日
京　都 1,008円 2023年10月6日
大　阪 1,064円 2023年10月1日
兵　庫 1,001円 2023年10月1日
奈　良 936円 2023年10月1日
和歌山 929円 2023年10月1日
鳥　取 900円 2023年10月5日
島　根 904円 2023年10月6日
岡　山 932円 2023年10月1日
広　島 970円 2023年10月1日
山　口 928円 2023年10月1日
徳　島 896円 2023年10月1日
香　川 918円 2023年10月1日
愛　媛 897円 2023年10月6日
高　知 897円 2023年10月8日
福　岡 941円 2023年10月6日
佐　賀 900円 2023年10月14日
長　崎 898円 2023年10月13日
熊　本 898円 2023年10月8日
大　分 899円 2023年10月6日
宮　崎 897円 2023年10月6日
鹿児島 897円 2023年10月6日
沖　縄 896円 2023年10月8日

都道府県名 最低賃金時間額 発効年月日

所定労働時間外の
賃金

基本給 諸手当

所定労働時間内の
賃金

033

給
与
計
算
の
基
本
を
お
さ
え
る

第     

章
1



06　入社時の所得税と住民税の手続き

勤務先で退職時にどんな処理がされて
いるかで違ってきます。
以前の勤務先を退職して1カ月以上
経たずに転職し、特別徴収を引き継ぐ
場合の手続きは以下のようになります。
通常、前の会社から転職先の会社へ、
給与支払報告・特別徴収に係る給与所
得者異動届出書（以下「給与所得者異
動届出書」）の上欄が記入されて送ら
れてきます。退職した翌月10日まで

に、新しい給与支払者（新しい勤務先）
に関係する欄に追記して、本人の居住
する市区町村に提出します。初回に支
払う給与から住民税の徴収を開始しま
す。
ただし、前の会社で当年分（5月ま
で）の住民税をすでに徴収済みの場合
は、納付が始まるのは翌年6月からと
なるため、それまでの間、徴収はしま
せん。 

普通徴収から特別徴収への切り替えが必要なケース
一方、退職して1カ月以上就職して
いない場合や、前の会社から新しい勤
務先へ給与所得者異動届出書を送付し
てもらえない場合は、特別徴収を継続
することはできません。本人にいった
ん普通徴収に切り替えてもらい、新し
い勤務先で特別徴収に切り替えます。
具体的には、本人から新しい勤務先
へ普通徴収の納付書を提出してもらい、
新しい勤め先から普通徴収していた市

区町村へ特別徴収切替申請書（名称は
市区町村によって異なります）を提出
します。後日、送られてきた特別徴収
額の決定・変更通知書に記載されてい
る月から特別徴収を開始します。
なお、納付期間の過ぎている未納付
の住民税がある場合には、普通徴収か
ら特別徴収への切り替えは行えません。
本人に未納分を納付してもらってから
手続きします。

「入社後の住民税の処理方法」判定表

新
卒
入
社

中
途
入
社

学生（新卒社員）
勤労学生など前年に所得のある学
生を除く

前の会社の退職時に当年分
の住民税を一括徴収された
翌年5月までの住民税を納付済み

・入社後の手続き不要
・翌年6月から徴収開始（翌年5月ま
で徴収しない）

・前の会社から送られてきた給与所得
者異動届出書に追記し、退職した翌
月10日までに市区町村に提出する
・初回の給与の支払いから徴収開始

・特別徴収切替申請書を普通徴収し
ていた市町村に提出する
・市町村から送られてきた特別徴収
税額の決定・変更通知書に記載の
月の給与から徴収開始

前の会社の退職時に普通徴
収に切り替えた

前の会社の退職時に本人か
ら特別徴収を引き継ぐように
依頼し、退職から1カ月経た
ずに再就職

前の会社の退職時に本人か
ら特別徴収を引き継ぐように
依頼し、退職から1カ月以上
経って再就職

前年に所得がない
住民税が非課税

入社前の状況 入社後の手続き・徴収開始の時期

令和6年度から森林環境税が住民税に加算

住民税は定額の「均等割額」と、所得に応じて課税される「所得割額」で構成
されています。
均等割額は本来「都道府県民税1,000円＋区市町村民税3,000円」ですが、
令和5年度（2023年度）まで防災対策の財源として、各500円が加算されていま
した。令和6年度（2024年度）からはなくなりますが、新たに国税として森林環境
税1,000円が均等割額と併せて徴収されます。そのため、均等割額の総額はこ
れまでどおりとなります。
森林環境税の税収は都道府県・市区町村へ譲与され、温室効果ガス排出削減

や災害防止に必要な森林整備等の財源に用いられます。

住
民
税

所
得
税
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社会保険料の納付スケジュール

健康保険・厚生年金の保険料額表

従業員

給与から
前月分の

保険料を徴収

会社 日本年金機構
（年金事務所）

従業員負担分と事業主
負担分、子ども・子育て
拠出金を月末までにま
とめて納付

口座引き落としの場合、
毎月20日前後に保険料
納入告知額・領収済額
通知書が送付されてくる

●協会けんぽ東京支部（令和6年３月分）の例

4月～6月の平均給与（報酬月額）が36万
5,000円の場合、「35万～37万円」の欄に
該当し、標準報酬月額は「36万円」となる

健康保険：25等級
厚生年金保険：22等級

介護保険料の徴収
なし（40歳未満）の
健康保険料

折半額の欄の金額
を給与から控除

介護保険料の徴
収あり（40歳以
上65歳未満）の
健康保険料

厚生年金保険料

POINT

保険料率は都道府県ごとに変わる。従業員の居住地
ではなく、会社の所在地が適用される
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社会保険料の負担割合（2024年度、東京都の例）

「健康保険・厚生年金の保険料額表」以外に保険料を確認できる書類

今月納付分 前月納付分

社
会
保
険

健康保険料
（協会けんぽ） 9.98％

保険の種類 保険料率

75歳未満 保険料率は都道府県に
よって異なる

徴収年齢

4.99％
4.99％

介護保険料
（協会けんぽ） 1.6％ 40歳～64歳 保険料率は全国一律

0.8％
0.8％

厚生年金
保険料 18.3％ 70歳未満 一般、坑内員・船員とも同じ

保険料率に（2017年より）
9.15％
9.15％

会社負担
本人負担 保険料率の説明

●保険料納入告知額・領収済通知書

●健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書

保険料納入通知額・領収済額通知書
あなたの本月分保険料額は下記のとおりです。

　なお、納入告知書を指定の金融機関に送付しましたから、指定
振替日（納付期限）前日までに口座残高の確認をお願いいたします。

　下記の金額を指定の金融機関から口座振替により
受領しました。

事業所整理番号 事業所番号 １２３４５０３-カラシ

納付目的年月 納付期限 令和 X年５月３１日 令和 X年４月３０日令和 X年４月

健康勘定

合計額

厚生年金勘定 子ども・子育て支援勘定

４６９,１５３ ６８３,５９０ １１,２５４

１,１６３,９９７円

健康保険料 厚生年金保険料 子ども・子育て拠出金

領収日　令和 X年 3月保険料

健康勘定

合計額

厚生年金勘定 子ども・子育て支援勘定

健康保険料 厚生年金保険料 子ども・子育て拠出金

４６９,１５３ ６８３,５９０ ９,５７９

１,１６２,３２２円

標準報酬月額

報酬月額（4～6月の
平均給与）で決まる

保険料率 給与から控除する保険料
（本人負担分）＝÷ 2

報酬月額に含まれる給与
基本給、諸手当、通勤手当、残業代、
賞与（年4回以上の場合）など

報酬月額に含まれない給与
退職金、祝い金、見舞金、賞与（年3回以
下）、休業補償手当、傷病手当、出張費など

…

適用年月と標準報酬月額７月に算定基礎届（254ページ）を提出すると、
日本年金機構や健康保険組合から交付される
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社会保険料の計算手順と端数処理のルール

社会保険料の計算例（愛知県の場合）

全
　体

従
業
員

会
社

基
礎 報酬月額 14万円

健康保険料
（全額）……① 14,214.2円

厚生年金保険料
（全額）……② 25,986円

保険料合計
（①＋②） 40,200.2円

納付額……③
（端数処理） 40,200円

健康保険料
（折半額） 7,107.1円

上記端数処理
……④ 7,107円

厚生年金保険料
（折半額） 12,993円

上記端数処理
……⑤ 12,993円

本人負担分
……④＋⑤＝⑥ 20,100円

会社負担分
（③－⑥） 20,100円

種　別 Aさん

30万円

30,030円

54,900円

84,930円

84,930円

15,015.1円

15,015円

27,450円

27,450円

42,465円

42,465円

Bさん

58万円

69,797円

107,970円

177,767円

177,767円

34,898.5円

34,898円

53,985円

53,985円

88,883円

88,884円

Cさん
（介護保険料あり）

健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料とも手順やルールは共通

徴収する保険料の計算

保険料額表から、各従業員の報酬月額および被保険者
タイプに該当する「折半額」を五捨五超入で端数処理
し、本人負担分の保険料を確定

STEP2

社会保険料納付額の計算

保険料額表から、各従業員に該当する保険料の「全額」
を端数処理せずに合計したあと、1円未満の端数を切
り捨て

STEP1

会社負担分の保険料の計算
社会保険料の納付額（STEP1）
－本人負担分の保険料（STEP2）

STEP3

社会保険料合計の1円
未満の端数切り捨てが
納付額

従業員負担の折半額は
端数を五捨五超入

端数つきのまま各従業
員の社会保険料を合計

端数処理による不足分
は、会社が負担する

STEP1

STEP2

STEP3
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雇用保険料の計算方法（2024年4月）

雇用保険料率が改定された場合の徴収開始のタイミング

一般事業 6/1000
（=0.6%）

負担者

事業の種類
①労働者負担
（本人負担）

9.5/1000
（=0.95%）

②事業主負担

15.5/1000
（=1.55%）

農林水産・
清酒製造の事業

7/1000
（=0.7%）

10.5/1000
（=1.05%）

17.5/1000
（=1.75%）

建設事業 7/1000
（=0.7%）

11.5/1000
（=1.15%）

18.5/1000
（=1.85%）

雇用保険料率
（①＋②）

本人負担分（徴収額）：329,550円×0.6％＝1,977.3円

1,977円

一般事業／賃金総額329,550円

〈計算例〉

⇒締め日が4月15日分の給与から新しい雇用保険料を適用。
　4月25日分に支払う給与から徴収開始

雇用保険料率の改定：4月1日、締め日：毎月15日、支払い日：同月25日

●同月払いの場合

⇒締め日が4月20日分の給与から新しい雇用保険料を適用。
　5月5日分の給与の支払いから徴収開始

雇用保険料率の改定：4月1日、締め日：毎月20日、支払い日：翌月5日

●翌月払いの場合

賃金総額

雇用保険料率の改定後、最初の「締め日」の給与分から適用

雇用保険料率 本人負担分の
雇用保険料＝

50銭以下切り捨て
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賞与にかかる社会保険料（本人負担分）の計算例（2024年4月）

社会保険料の計算方法

標準賞与額
賞与額から
1,000円未満を
切り捨て

健康保険料率
協会けんぽは都道府県ごと、
組合健保は組合ごとに
保険料率が異なる

健康保険料＝

介護保険料率
全国一律。毎年3月分から変更

介護保険料＝

厚生年金保険料率
18.3％で固定

※厚生年金基金加入員を除く
厚生年金保険料

各保険料の2分の１の額が
従業員の負担分

＝

属性：男性、年齢50歳、一般事業、扶養親族2人（20歳、16歳）、協会けんぽ（東京都）
保険料率：令和6年３月分（４月納付分）からの健康保険・厚生年金保険の保険料額表より

賞与（総支給額）：700,300円…Ⓐ
前月の社会保険料控除後の給与額：450,000円…Ⓑ

・健康保険料＝700,000円×9.98％×1/2＝34,930円……❶
・介護保険料＝700,000円×1.6％×1/2＝5,600円……❷
・厚生年金保険料＝700,000円×18.3％×1/2＝64,050円……❸

社会保険料控除額（合計）＝❶＋❷＋❸＝104,580円……Ⓒ

〈計算例〉

介護保険第2号被保険者に
該当しない場合

介護保険第2号被保険者に
該当する場合 一般、坑内員・船員

全国健康保険協会管掌健康保険料 厚生年金保険料
（厚生年金基金加入員を除く）

9.98% 11.58% 18.3%

健康保険料 厚生年金保険料介護保険料
11.58％－9.98％＝1.6％
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賞与にかかる雇用保険料（本人負担分）の計算例（2024年4月）

退職予定者の健康保険料・厚生年金保険料の徴収ルール

賞与支給日 退職日 資格喪失日

賞与支給月と資格喪失月が同月⇒保険料を徴収しない

賞与額 雇用保険料率
全国一律（167ページ）

雇用保険料＝

標準賞与額でないことに注意！ 1,000円未満の賞与もそのまま計算する

雇用保険料＝700,300円（197ページ「Ⓐ」）×0.6%＝4,202円……Ⓓ
〈計算例〉

ケ
ー
ス 

❶

退職日 資格喪失日 賞与支給日

賞与支給月と資格喪失月が同月⇒保険料を徴収しない
ケ
ー
ス 

❷

産前産後休業・育児休業の健康保険料・厚生年金保険料の徴収ルール

賞与支給日 産休・育休
終了日

復帰日

賞与支給月が復帰日の同月⇒保険料を徴収する
ケ
ー
ス 

❶

賞与支給日 復帰日産休・育休
終了日

賞与支給月が復帰日の前月⇒保険料を徴収しない
ケ
ー
ス 

❷

退職日 資格喪失日賞与支給日

賞与支給月が資格喪失月の前月⇒保険料を徴収する
ケ
ー
ス 

❸

産前産後休業・育児休業の適用期間内に支給された賞与については、休業開始日の属する月から復帰日の
（終了日の翌日）の前月までは徴収しません。

12/15

1月12月

12/2612/25

12/10
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源泉徴収税額の計算方法
●前月に通常の給与を支払っている場合

①課税対象額を計算する

②前月の社会保険料等控除後の給与額を確認する（賃金台帳より）
③賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表から所得税率を確認する

④所得税額（源泉所得税額）を計算する

課税対象額 所得税率 所得税額（源泉所得税額）＝

賞与額 雇用保険料
（本人負担分）

社会保険料
（本人負担分） 課税対象額＝ーー

591,518円（Ⓔ）×14.294％（Ⓕ）＝84,551円……源泉所得税額
〈計算例〉

700,300円（197ページ「Ⓐ」）－104,580円（197ページ「Ⓒ」）
－4,202円（199ページ「Ⓓ」）=591,518円……Ⓔ

〈計算例〉

16歳未満を除く扶養親族
の人数（この例では2人）

扶養控除等（異動）申告書を提出し
ていない従業員にはこの欄を適用

該当する所得税率
（この例では14.294％…Ⓕ）

197ページ「Ⓑ」

1円未満は切り捨て
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①課税対象額を計算する

①課税対象額を計算する

③給与所得の源泉徴収税額表から1カ月分の所得税額を確認する

賞与額 雇用保険料
（本人負担分）

社会保険料
（本人負担分） 課税対象額＝ーー

1,500,000円－224,100円-9,000円=1,266,900円〈計算例〉

②①の課税対象額を6で割る ※賞与の算定期間が6カ月を超えるときは12で割る

課税対象額 1カ月あたりの課税対象額＝6÷

1カ月分の所得税額 所得税額＝6×

1,266,900円÷6=211,150円（1円未満は切り捨て）〈計算例〉

②の金額で扶養親族等2人の場合の1カ月分の所得税額は1,960円〈計算例〉

④「③の1カ月分の所得税額×6」で所得税額を計算する ※②で12で割ったときは12をかける

1,960円×6=11,760円……源泉所得税額〈計算例〉

3,000,000円－304,950円（賞与にかかる社会保険料、雇用保険料）
＝2,695,050円

〈計算例〉

②①の課税対象額を6で割る ※賞与の算定期間が6カ月を超えるときは12で割る

2,695,050円÷6＝449,175円〈計算例〉

③②の金額に前月の給与から社会保険料等を控除した金額を加算する

449,175円+238,728円=687,903円〈計算例〉

④給与所得の源泉徴収税額表から1カ月分の所得税額を確認する

③の金額で扶養親族等1人の場合の1カ月分の所得税額は57,180円〈計算例〉

⑤④の1カ月分の所得税額から前月の給与に対する源泉徴収税額を控除する

57,180円-4,590円＝52,590円〈計算例〉

⑥「⑤の1カ月分の所得税額×6」で所得税額（源泉徴収税額）を計算する ※②で12で割ったときは12をかける

52,590円×6＝315,540円…源泉所得税額〈計算例〉

●前月の給与の10倍を超える賞与を支払う場合
属性：男性、年齢30歳、一般事業、扶養親族1人（18歳）、協会けんぽ（東京都）
賞与（総支給額）：3,000,000円／賞与にかかる社会保険料＋雇用保険料（従業員負担分）：304,950円
前月の給与額：280,000円／前月の社会保険料等控除後の給与額：238,728円／前月の源泉所得税額：4,490円
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